
 

 

入学規約 

 

 

1. 入学許可書 

1.1入学許可書は、すべての保護者が署名することが必要です。署名後は本規約に含まれる義務につ
いて連帯して責任を負うことになります。 

1.2 学校に入学許可書を提出する際には、返金不可の入学金$1,000と返金可能な学校債$1,000（退学
時に返金）を支払わなければなりません。 

1.3 保護者が、入学希望する年を延期したい場合、学校はそれを認めるかどうか、また入学申請料
$220を新たに希望する年に振り替えることができるか検討します。学校が認めない場合でも、
児童・生徒は希望する年度のウェイティングリストに登録されますが、入学を保証するものでは
ありません。 

1.4 初めて登校する日までには、入学年度の最初の学期分の学費を学校に支払っていることが入学の
条件となりま す。期日までに学費が支払われない場合、入学許可は失効します。 

 

2. 条件付き入学 

 2.1 入学は全て、児童・生徒のニーズに応じられると学校が判断した場合に限ります。入学前に、
児童・生徒のニーズを満たすことができないと判断した場合、学校は入学を認めません。 

2.2 学校は、生徒のニーズを判断するために必要なレポートや評価（アセスメント）の提供を保護者
に求めることができます。 

 

 



3. 学費および諸経費  

3.1 保護者は、記載されているすべての経費を学校に支払う必要があります。授業料は改定されるこ
とがあります。 

3.2入学申請手数料$220は Commonwealth Bankが提供する BPOINTという安全な支払いポータルを介
して支払います。この BPOINT で VISA と Mastercard を使用した場合、手数料が発生します。入学
申請手数料は、入学手続きに関するポリシーに記載されている通り、返金できません。 

3.3 保護者は、各学期開始の少なくとも 1週間前までに学費および諸経費全額を支払うものとします
但し、請求書に変更があった場合は、その請求書の発行日から７日以内に全額支払うものとしま
す。 

3.4 支払期日から 30日以内に経費が支払われない場合、支払期日以降の未払い額に応じて延滞料が
課される場合があります。この料金は、支払いが遅れた結果、学校に発生する可能性のある損失
を反映したものです。支払いに関する詳細は、会計担当者にご確認ください。 

3.5支払期日から 60日以内に学費及び諸経費が支払われない場合、学校が書面で同意しない限り、
児童・生徒の入学許可が一時停止されることがあります。また、その他の取り決めに従わない場
合、予告なしに児童・生徒の入学を取り消すことがあります。 

3.6 保護者は、児童・生徒のために学校が負担した医療費および救急車の費用で、学校が他の方法で
回収することができないものをすべて支払うものとします。 

 

4. 児童・生徒の転退学 

 児童・生徒が他の学校へ入学するために退学する場合、NSW Education Standards Authority (NESA)は
児童・生徒が通う予定の学校名と新しい学校での学年を、保護者が書面で学校に通知することを義
務付けています。 

 

5. 児童・生徒の義務  

児童・生徒は高い行動規範を持ち、以下のことを行うことが求められます。 

5.1 学校の価値観と精神を遵守します。 

5.2 児童・生徒同士お互いに、また教職員に対し、常に礼儀正しく思いやりのある行動をとります。 
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5.3 印刷物や電子媒体を含め、学校の評判を落とすようなことはしません。 

5.4 学校集会、スポーツデー、語学学習発表会、その他、校長が決定する重要な学校行事、キャンプ、
遠足、校内学習など、学校のカリキュラムにある行事に参加します。 

5.5 学校にいる間、または通学時に、規定の制服を着用し、学校のガイドラインおよび学校コミュニ
ティの基準に沿 って、身だしなみのルールに従います。 

5.6病気、休暇・出席免除が認められている場合を除き、授業に出席します。 

 

6. 保護者の義務  

保護者は、: 

6.1児童・生徒に関する学校の要求と指示を受け入れ、遵守し、いかなる形でも学校の運営、管理、
経営に干渉してはならず、 

6.2 学校の目標、価値観、活動を支持し、 

6.3定期的に学校のアプリを閲覧し、週刊ニュースレターに目を通します。 

 

保護者は、以下の場合、速やかに学校に通知しなければなりません: 

6.4自宅住所、郵送先住所、電子メールアドレス、連絡先の詳細、その他、入学願書の記載事項に変
更があった場合。通知がないことにより、学校から保護者に連絡が取れない、または郵便物が返
送される等の事態がおこった場合、入学許可が取り消されることがあります。 

6.5 児童・生徒が健康上の理由またはその他の理由で学校を欠席する場合。 

6.6 親権・養育権または保護の取り決めに関わる事項、その変更、または児童・生徒の教育および福
祉に影響を及ぼすその他の命令または取り決めがあった場合、文書の写しを学校に提供すること 

保護者は、また: 

6.7児童・生徒が規定に則った制服を清潔で良好な状態で着用し、教科書や文房具などその他必要な
ものを保持していることを確認し、 

6.8他の児童・生徒、保護者、訪問者および教職員と礼儀正しくコミュニケーションを取り、学校が
定めたコミュニケーションガイドラインに従い、 



6.9保護者面談や保護者フォーラムに出席し、児童・生徒の教育に関連する学校の活動に参加するよ
う妥当な努力をし、 

 6.10 ソーシャルメディアを使用して学校、教職員、児童・生徒、その他、学校コミュニティのメン
バーを誹謗中傷してはなりません。 

 

7. 特別なニーズ、健康と安全について 

 7.1保護者は、児童・生徒が医学的、身体的、心理的な特別なニーズがあること、またはこれらの
ニーズの変化に気付いた場合、直ちに学校に通知しなければなりません。 

7.2保護者は、児童・生徒が学校に通い始める前に、「安全カード」を記入し学校に提出すること。
また、状況に変化があった場合、または学校から要求があった場合は、最新の情報を提供しなけ
ればなりません。 

7.3 児童・生徒が病気や怪我をし、緊急の病院や医療処置（注射、輸血、手術など）が必要な場合、保
護者がその処置を承認することが難しい場合は、校長が、校長が不在の場合は教頭か教務主任がそ
の処置に必要な権限を与えることができます。保護者は、そのような治療から直接的または間接的
に生じるすべての費用と経費について、学校とその教職員、代理人に支払うものとします。 

7.4 児童・生徒は自分の持ち物に対して責任を持ち、学校は持ち物の紛失に対していかなる責任も負
いません。 

7.5保護者は、児童・生徒の写真やビデオを学校のウェブサイト、学校ニュースレター、ソーシャル
メディアポータル、その他のマーケティングやプロモーションの素材に掲載することを許可する
書類に署名する必要があります。 

7.6. 校長または校長の指名する者は、すべての児童・生徒の安全な環境を維持するために、合理的
な理由がある場合、児童・生徒のカバン、ロッカーまたはその他の所持品を検査することができ
ます。 

 

8. プログラムおよび活動 

8.1学校は、学校で実施する教育プログラムと活動を、随時決定するものとします。 

8.2 学校は、予告なくプログラムや活動内容などを変更することがあります。 



8.3 児童・生徒は、校長の同意がない限り、遠足/校内学習、キャンプ、野外教育など、義務教育で
行われるすべての活動に参加する必要があります。これらの活動には、料金やプログラム費用が発
生する場合があり、出席の如何に関わらずお支払いいただくこともあります。 

 

9. 成績表（アカデミックレポート） 

学校では、ターム 2とターム 4の最終日に成績表（アカデミックレポート）を発行します。保護者
が同居していない場合、裁判所の命令や片方の保護者のみに提供するという合意がない限り、両方
の保護者に提供します。 

 

10. 休暇  

保護者は、児童・生徒が学校教育活動に参加しない場合、校長に届け出る必要があります。 

 

11. 停学および退学  

11.1学校は、以下のような理由があるとき、いつでも停学または退学させることができるものとし
ます（ただし、下記に限定されません）。 

a) 学校の価値観と行動規範に対する重大な違反行為。 

b) 学校の評判、児童・生徒や教職員の福利厚生を害する行為。 

c) 学校と保護者の間の協力と信頼という相互に有益な関係が、その関係に悪影響を与えるほど 

崩壊していると校長または学校経営陣が判断した場合。 

11.2学校は、児童・生徒とその保護者に、退学を決定する可能性のある行為の詳細を提供し、対応
する合理的な機会を与え、手続き上、公正であった場合にのみ、本条項に基づく退学の権限を
行使します。 

11.3 入学前または入学後に、生徒の特別なニーズに関する詳細が学校に提供されていない、または
提供された詳細が著しく不正確または誤解を招くと学校が判断した場合、学校は予告なしに生
徒の退学を命ずるができます。 

 



12. プライバシー  

保護者は、学校のプライバシーポリシーを読んで理解する必要があります。 

 

13. 編入学規約の変更 

学校は、2学期以上前に保護者に書面で通知することにより、いつでも入学条件を変更することが
できます。 

 

14. 定義 

本規約において 

「保護者」とは、当校と入学契約を結んだ保護者を意味します。 

「学校」とは、シドニー日本人学校（Sydney Japanese International School）を意味します。  

「児童・生徒」とは、「入学許可書」に記載されている生徒を意味します。 


